
 中津川市の重要施策（今、お伝えしたいこと） 

市内に事業所を新設、増設、移設する事業者の皆さんに奨励措

置を用意しています。 

 

 

 

 

中津川市企業立地促進条例の奨励措置について  

 

 

 

 

 

 

 

 

企業立地促進条例の奨励措

置を呼び水として新たな企業

の誘致を図ります。 

地元企業の活力を高め、新

たな雇用の確保とＩ・U ターン

による若者の地元定着を図 

ります。 

産業振興と地域経済を活

性化し経済効果を生み出

し、都市間競争に打ち勝っ

ていくための制度です。 

 

■奨励措置の内容は、次のとおりです。 
 

①企業立地奨励金を交付します   投下固定資産に係る操業開始後初めて課税される年度の固定 

                           資産税評価額の 100 分の 10 以内 （6,000 万円を限度）を交付。 

②事業所設置奨励金を交付します 

操業開始後初めて課税される年度から５年間交付 （投下固定資 

産に対する各年度の固定資産税及び都市計画税相当額を限度） 

③雇用促進奨励金を交付します 

操業開始の日から１年６月を経過した日において、操業開始の日の 

前後６月以内に新たに雇用した従業員のうち、本市に１年以上住所  

を有し、かつ、引き続き１年以上雇用している者１人につき 30 万円 

を交付。（3,000 万円を限度） 

 

■奨励措置は次の要件を満たしている場合に受けることができます。        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

・製造業、情報通信

業若しくは運輸業

の施設。 

・サービス業のうち

学術・開発研究機

関に属する施設。 

②準工業地域、工

業地域、工業専用

地域その他市長が

適当と認める地域

に事業所を設置す

る場合。 

③操業開始に伴い

新たに雇用した従

業 員 の 数 が 新 設

20 人（中小企業、

５人）以上、増設及

び移設 10 人（中

小企業３人）以上

の場合。 

④投下固定資産取得

価額の合計額が新設

1 億 円 （ 中 小 企 業

7,500 万円）以上、増

設及び移設 1 億円

（中小企業 5,000 万

円）以上の場合。 

 

上記の 4 つの条件を全て満たす必要があります。

（写真 中津川中核工業団地） 

■ 問い合わせ先    

中津川市産業振興部工業振興課（にぎわいプラザ 4 階） TEL 0573-66-1111) 内線 80-4261 

                                  電子メール kougyou@city.nakatsugawa.lg.jp 


